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１、令和８年７月からの障害者法定雇用率引き上げ  ＝朝の時間の使い方 ＝ 

 4月号、5月号と続けて

「断捨離」について記載し

ましたが、現在も整理整

頓後の状態をキープでき

ています。 

 そしてちょっとしたことで

すが、以前より、朝の時間

に余裕ができていることに

気が付きました。（５分～

10分程度です） 

 以前もそれ程散らかっ

ていた訳ではありません

が、それでも違うので、自

分でも驚いています！！ 

 その時間を使って、音

楽を愉しんだり簡単な体

操をすると、朝からリフレッ

シュでき、仕事も気持ちよ

くスタートができるように

なっています。 

 後は、この状態を続けら

れるかどうかですね。この

まま頑張って維持してい

こうと思います。（川東） 

◆具体的な内容 

 令和８年７月から、民間企業における障

害者の法定雇用率が現行の2.5％から

2.7％へ引き上げられ、障害者を雇用しな

ければならない対象事業主の範囲も、現

行の常時雇用労働者数40.0人以上から

37.5人以上へと拡大されます。 

 法定雇用率を満たしているかどうかは、

毎年６月１日時点の障害者雇用状況報

告をもとに確認が行われます。令和８年６

月１日時点の報告は現行の法定雇用率

に基づき確認されますが、令和９年６月１

日の報告は、引上げ後の法定雇用率で確

認が行われることに注意が必要です。新

たに対象となる企業では、約１年後の報告

を見据えた対応が求められます。 

 

◆企業に対する支援策 

 企業への代表的な支援制度は、高齢・

障害・求職者雇用支援機構（ＪＥＥＤ）の障

害者雇用納付金関係助成金です。 

 本助成金は、障害者の新規雇入れや雇

用継続を行う上で、施設・設備の整備等

や適切な雇用管理を図るための特別な措

置を行わなければ困難である、と認められ

る場合に支給されます。助成金は、障害

者作業施設設置等助成金、障害者福祉

施設設置等助成金、など８種類あります。 

  

  

 

 詳しい要件や手続きの詳細はＪＥＥＤのパ

ンフレット、「障害者雇用納付金関係助成

金のごあんない」もしくは、助成金別の案内

パンフレットをご覧ください。 

 

 法改正への対応とあわせ、無理のないか

たちで障害者雇用を進めるためにも、早め

の情報収集と準備を心掛けましょう。 

 

【参考】 

障害者の法定雇用率引上げと支援策の強

化について（厚生労働省） 

h t t p s : / / w w w . m h l w . g o . j p /

content/001064502.pdf 

助成金について（ＪＥＥＤ） 

https://www.jeed.go. jp/disabi l ity/

subsidy/index.html 
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＝季節のコラム＝ 

 ６月６日は古来より、「稽

古始め」に良い日だとされ

ていますね。 

 由来は、室町時代に能

を大成した世阿弥（ぜあ

み）の著『風姿花伝（ふう

しかでん）』の冒頭に、「習

い事を始めるには数え七

歳（つまり満６歳の年のう

ち）がもっとも良い」と説い

ているからだそうで、その

後「六歳の六月六日…」と

いう六続きの言い回しが、

頻繁に歌舞伎の台詞とし

て言われるようになり、定

着したようです。 

 また、指を折って数えて

いくと６の時に小指が立つ

形になり、「小指が立つ」

→「子が立つ」→「子供の

独り立ち」という意味からそ

うなったとも。 

 人生１００年の現在で

は、「６０の手習い」を始め

るのにも、良いかもしれま

せんね。  (鹿島) 

２、「治療と仕事の両立」が事業主の努力義務になりました   

 労働施策総合推進法の改正により、

2026年４月から治療と仕事の両立支援が

事業主の努力義務となりました。「治療と就

業の両立支援指針」では、両立支援を行う

にあたっての留意事項や環境整備等がまと

められています。 

◆留意事項 

 指針で掲げる９つのうち、リーフレットでは

次の３つを取り上げています。 

① 労働者本人の申出と申出が行われや 

   すい環境の整備 

② 労働者との十分な話し合い、上司・同 

     僚の理解 

③ 個人情報の保護も含めた事業場におけ 

  る治療と就業の両立支援のルールおよ 

  び体制の整備・明確化  

 また、②については、以下のような具体的

な留意点が挙げられています。 

・労働者に対する措置等を検討するにあ 

 たっては事業主の一方的な判断がないよ 

 う、就業継続の希望や配慮の要望を聴取 

 し、話し合い等を通じて労働者本人の 

 了解を得られるよう努める。 

・安易に就業を禁止せず、主治医や産 

 業医等の意見を勘案して、可能な限り 

 配置転換、時短措置などを講じて就業 

 の機会を失わせないよう留意する。 

・疾病や治療に対する誤解や偏見等が 

 生じないよう、事業主、人事労務担当 

 者、上司・同僚等において必要な配慮 

 を行う。 

◆環境整備 

 指針では、次の５つを掲げています。 

① 事業主による基本方針の表明等と 

    労働者への周知 

② 研修等による意識啓発 

③ 相談窓口等の明確化 

④ 治療と就業の両立支援に関する制 

   度、体制等の整備 

⑤ 事業場内外の連携 

 高年齢労働者やがん患者など、治療

を続けながら働く人は増加しています。

労働者の安心感や人材の定着に繋げる

ためにも、措置を講じるようにしましょう。 
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３、今月のおすすめ本 
示しています。また、単なる組織論にと

どまらず、多様な立場や人権を尊重す

ることの大切さにも気づかせてくれます。  

 少数意見や立場の弱い人の声を軽視

せず、「違う意見を安心して言える環境」

を作ることが、健全な組織には不可欠だ

と感じました。組織運営に関わる人だけ

でなく、日々誰かと関わるすべての人に

とって「自分は本当に考えているか
     

」を問

い直すきっかけになる一冊です。ぜひ読

んでみてください。（川端） 

 今回ご紹介する本は、『集団浅慮』（古

賀史健／ダイヤモンド社）です。近年の組

織的不祥事などを題材に、なぜ組織や集

団が誤った判断へ進んでしまうのかを、人

間心理や組織の空気感から読み解いた

一冊です。 

 特に印象に残ったのは、「正しい意見」よ

りも「場の空気を乱さないこと」が優先され

る危うさです。異論を言いづらい雰囲気

や、成功体験への過信、リーダーへの同

調圧力が重なることで、集団は冷静な判

断力を失っていきます。本書は、そうした

問題が特別な組織だけでなく、会社や地

域、日常の人間関係にも潜んでいることを


